
「月額平均８万円相当の処遇改善は難しい…」と考えていませんか？
取得要件には例外となる規定も多いので、セミナーで確認してみま
しょう！
介護ヘルパー社労士 福井秀和氏がわかりやすく解説します！

対象 「介護職員等特定処遇改善加算」を未取得の事業所

講師 福井 秀和氏
フクツル社会福祉士・社会保険労務士事務所代表
（社会保険労務士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員）

★主な内容★
・「特定処遇改善加算」の仕組みについて
・算定の要件・区分、賃上げルールについて
・ 「特定処遇改善加算」計画書の作成・届出に
ついて
・よくある質問事項について
・質疑応答

令和５年度 石川県委託事業「介護職員処遇改善加算取得促進支援事業」

受講料

無料

受講料 定員無料 各回２０名
(会場＋オンラインの合計）

公益財団法人

介護労働安定センター石川支部
担当：津田・扇谷

TEL：076-260-1561  FAX：076-260-1562
Ｅ-mail： ishikawa@kaigo-center.or.jp

申込み・
お問合先

参加方法 会場参加またはオンライン（ＺＯＯＭ）
※オンラインの方はカメラ付き（ビデオＯＮ）での参加をお願いします。

開催日時 会場 申込
締切

令和5年12月21日(木)
13：30～15：30

田鶴浜地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 2階ｼｱﾀｰﾙｰﾑ
七尾市垣吉町ヘ24

12/14

令和6年1月25日(木)
13：30～15：30

石川県庁 11階 1104会議室
金沢市鞍月1丁目1番地

1/18

※ご都合の良い日時、会場またはオンラインをお選びのうえお申し込みください。


